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深川地域消費者被害防止ネットワーク情報 №7 

《深川警察署からの情報提供です》 
 

 １２月１９日、旭川市内の高齢者宅に 

息子を名乗る男から、 

「書類などが入ったカバンをなくした。 

責任を取るためにお金が必要だ。」 

などと電話があり、信用した被害者は、 

金融機関で高額現金を引き出し、自宅付近

で犯人に手渡す被害がありました。 

◆「大切な書類や会社の現金が入った 

   カバンをなくし、すぐに現金が 

   必要になった。」 

◆「自宅やその周辺まで 

   上司が現金を取りに行く。」 

◆「現金を持って駅まで来て、部下に 

   渡してほしい。」 

◆「上司の息子が取りに行く」 

このような電話が

かかってきて、 

息子の関係者と

言われても、 

知らない人に 

お金を渡さないで

ください！！ 


